
 

（派遣社員等や内定者等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除） 

【答】 

従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等（以下「出張旅費等」といいます。）のうち、そ

の旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に

該当するものとして取り扱われ、この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で

仕入税額控除が認められます（消法 30⑦、消令 49①一ニ、消規 15の４二、基通 11－６－４）（以

下「出張旅費等特例」といいます。）。 

１ 派遣社員や出向社員に対して支払われる出張旅費等について 

派遣社員や出向社員（以下「派遣社員等」といいます。）に対して支払われる出張旅費等につ

いては、それぞれ次のとおり取り扱うこととなります。 

⑴ 派遣元企業等に支払うもの 

当該出張旅費等が直接的に派遣社員等へ支払われるものではなく、派遣元企業や出向元企

業（以下「派遣元企業等」といいます。）に支払われる場合、派遣先企業や出向先企業（以下

「派遣先企業等」といいます。）においては、人材派遣等の役務の提供に係る対価として、仕

入税額控除に当たり派遣元企業等から受領した適格請求書の保存が必要となります。 

⑵ 派遣元企業等を通じて派遣社員等に支払うもの 

派遣元企業等が当該出張旅費等を預かり、そのまま派遣社員等に支払われることが派遣契

約や出向契約等において明らかにされている場合には、派遣先企業等において、出張旅費等

特例の対象として差し支えありません。この場合、当該出張旅費等に相当する金額について、

派遣元企業等においては立替払を行ったものとして課税仕入れには該当せず、仕入税額控除

を行うことはできません。 

 

２ 内定者や採用面接者に対して支払われる交通費等について 

内定者のうち、企業との間で労働契約が成立していると認められる者※に対して支給する交

通費等については、通常必要であると認められる部分の金額について出張旅費等特例の対象と

して差し支えありません。 

※ 労働契約が成立していると認められるか否かは、例えば、企業から採用内定通知を受け、

入社誓約書等を提出している等の状況を踏まえて判断されることとなります。 

一方、採用面接者は通常、従業員等に該当しませんので、支給する交通費等について、出

張旅費等特例の対象にはなりません。 

（注）１ 出張旅費等特例の対象となる出張旅費等や交通費等（以下「旅費交通費等」といいま

す。）には、概算払によるもののほか、実費精算されるものも含まれます。なお、出張旅

費等特例の対象とならない場合の派遣社員等、内定者又は採用面接者（以下「派遣社員・

内定者等」といいます。）に対して支払われる旅費交通費等については、貴社が当該旅費

問 107－３ 当社は、自社で雇用している従業員と同様に、派遣社員や出向社員が出張した際に

も、旅費規程に基づき出張旅費を支払っています。当該出張旅費については、派遣元企業や

出向元企業を通じて当該社員に支払われることになるのですが、仕入税額控除の要件として

派遣元企業や出向元企業から請求書等の交付を受け、これを保存する必要はありますか。ま

た、内定者や採用面接者に対し、内定者説明会会場や面接会場までの交通費等を支給する場

合の取扱いはどうなりますか。【令和６年４月追加】 



 

交通費等を派遣社員・内定者等を通じて公共交通機関（船舶、バス、鉄道又は軌道）に

直接支払っているものと同視し得る場合には、３万円未満の支払について、一定の事項

を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます（以下「公共交通機関特

例」といいます。）。 

 ２ 海外出張のために支給する出張旅費等については、原則として課税仕入れには該当し

ません。 

 ３ 上記の出張旅費等特例や公共交通機関特例の対象にはならない旅費交通費等について

仕入税額控除の適用を受けるには、派遣社員・内定者等が交付を受けた旅費交通費等に

係る適格請求書又は適格簡易請求書の提出を受け、それを保存する必要があります（宛

名として派遣社員・内定者等の氏名が記載されている場合には、原則として、立替金精

算書の保存も必要となります。詳細については、問94－２《従業員が立替払をした際に

受領した適格簡易請求書での仕入税額控除》をご参照ください。）。 

 

  


